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令和２年１１月定例教育委員会 会議録

１１月定例教育委員会を令和２年１１月２５日（水）午後１時３０分 市役所４

０１会議室に招集する。

◆出 席 者

教 育 長 滝 誠

教育委員 教育長職務代理者 奥村康祐 委員 田中秀佳 委員 小倉志保

委員 堀 美鈴 委員 木澤和子 委員 渡邉智治

事 務 局 中村教育部長 矢野子ども・子育て監 長瀬学校教育課長

神谷主幹 山本文化スポーツ課長 中村歴史まちづくり課長

上原子ども未来課長 長谷川指導主事

記録者 和泉知子

傍聴者 ０名

◆次 第

１ 開会

２ 教育長報告

（前回会議録の承認）

３ 付議事件の審議

第 25号議案 令和３年度犬山市教職員定期人事異動方針について

第 26号議案 令和３年度授業改善犬山プランについて

４ 通信及び請願

５ 協議・連絡

（１）後援名義使用承認に関する報告

（２）令和２年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定について

（３）１２月・１月行事予定表について

（４）子ども子育て会議開催について（１１/２６開催）

（５）オンラインいぬやま子育てシェア博 2020の開催について

（６）四季の丘（保育園用地）サウンディング型市場調査の実施について

（７）保育業務支援システム導入に係る公募型プロポーザル審査結果について

（８）「犬山市立小中学校非違行為防止・対応マニュアル」策定について

（９）議会の議決を経るべき事件

（10）いじめ防止に向けて

６ 自由討議

７ その他

８ 閉会

◆議事内容

教 育 長：

開 会

ただ今より１１月定例教育委員会を開催します。
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教 育 長：

教育長報告

皆さん、こんにちは。先日１１月２０日金曜日、総合教育会議お疲れ

さまでございました。市長も教育委員の皆様と短い時間ではありました

けれども、懇談ができたことを大変喜んでおられました。本当にありが

とうございました。

昨日、今日と２日間、東小学校が修学旅行に出かけております。今日、

全員無事戻れば、犬山市内の小中学校については、すべて宿泊行事を終

えるということになり、ほっとできるかなと思っているところでありま

すが、渡邉委員のお話ですと、一宮の小学校はまだ１２月に入ってから、

修学旅行に出かける学校もあるようでありますけれども、中には修学旅

行の実施を取りやめる学校もある中で、子ども達に行かせられたという

ことは大変よかったなと思っています。コロナにつきましては、第３波

の大きな波が、今押し寄せて来ているところでありまして、市内の小中

学生がＰＣＲ検査に回った、或いは濃厚接触者になったという情報が、

毎日のように届いているところでありますが、その瀬戸際のところで、

何とか陰性だったという報告を受けて、ほっと胸をなでおろしていると

ころであります。ＰＣＲに回ったという報告をまた受けるということ

で、こんなことの繰り返しがいつまで続くのかなと思っているところで

あります。悩みの種は尽きないわけでありますけれども、何としても学

校でクラスターを起こしてはならないという覚悟で、今後も学校現場と

協力をしながら、引き続きコロナ対策に努めて参りたいなと考えている

ところであります。本日もたくさんの案件がございますが、効率よく円

滑に会議を進めて参りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願

いします。以上です。

では要項の教育長報告というところで、前回の会議録の承認というこ

とで回させていただきますので、また内容をご覧いただいた上で、ご署

名をお願いしたいと思います。

それでは、付議事件の審議に入ります。

教 育 長：

第２５号議案

第２５号議案「令和３年度犬山市教職員定期人事異動方針」について、

事務局お願いします。

長 谷 川 主

事：

この案を提出いたしますのは、丹葉地方教育事務協議会の令和３年度

教職員定期人事異動方針を踏まえて、犬山市教職員定期人事異動方針を

定める必要があるからです。１枚めくってください。令和３年度犬山市

教職員定期人事異動方針。令和３年度丹葉地方教育事務協議会の教職員

定期人事異動方針を踏まえて、下記の方針で犬山市教職員定期異動人事

を行う。

１ 適材適所の人事を進め、教育効果の向上を図る。

２ 教員が多様な教育活動に携わり、豊富な教職実践を積むことができ

るようにするとともに、学校間における均衡を重視した教員配置を行
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う。

３ 「学び」の授業の充実、「学校の自立」の実現は、管理職の指導力

によるところが大きいので、校長・教頭の異動は最小限とする。

また、学校経営を配慮しつつ、他の市町との人事交流を進める

４ 教務主任・校務主任の異動には特に配慮し、できる限り市内の異動

を中心に考える。また、学校経営を配慮しつつ、他の市町との人事交

流を進める。

５ 同一校の継続勤務年数の基準を次のようにする。

（１）一般教員については、１０年までとし、特別の事情のない限り

この間に適切な異動が行われるようにする。

（２）新任教員については、特別の事情のない限り赴任校の継続勤務

年数を６年までとする。

３枚目ですが、丹葉地方教育事務協議会の教職員定期人事異動方針

を、資料として添付いたしましたので、ご参考にお願いいたします。以

上です。

教 育 長： 県の人事異動方針に基づいて、丹葉地方教育事務協議会で丹葉地区の

人事異動方針を定めまして、それを受けて市町の教育委員会で、こうし

た人事異動方針を出すという流れになっております。これについては、

丹葉で認められ、それを受けて犬山市としてこういった方針で人事を進

めたいという提案であります。大きく５点ございましたけれども、これ

らの項目について、何かご意見ご質問等がおありでしたら、お伺いした

いと思いますけれどもいかがでしょうか。

田中委員： この丹葉地方教育事務協議会の資料の方針と犬山市の方針に、昨年度

と変更点があるのであれば、その点を教えてください。変更点なしであ

ればなしとお教えください。お願いします。

長 谷 川 主

事：

特に変更はございません。

教 育 長： 他にいかがでしょう。特にないようです。

では、第２５号議案「令和３年度犬山市教職員定期人事異動方針」に

ついて、お認めいただけますでしょうか。

各 委 員： 異議なし。

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。

教 育 長：

第２６号議案

第２６号議案「令和３年度授業改善犬山プラン」について、事務局お

願いします。

神谷主幹： この案を提出いたしますのは、令和３年度授業改善犬山プランの方針

を定める必要があるからです。資料をご覧ください。

１授業改善犬山プランの基本的な考え方です。

（１）犬山の教育は、自ら学ぶ力を柱と位置づけ、人格の完成をめざ

す。そのため、学級編成や教育課程の編成などについて学校現場に裁
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量を委ね、豊かな人間性と確かな学力の形成に努めるとともに、教師

の資質・能力の向上をめざし学校の活性化を図る。

（２）少人数学級及び少人数授業・ＴＴ授業、複数学級による合同授

業など、授業改善につなげる学習環境の整備に努める。

（３）学校裁量による少人数学級を実施する。

（４）すべての子どもに等しく学ぶ機会と環境を保障していく観点か

ら、特別な支援を必要とする子どもたちへの指導の充実を図るために、

特別支援教育支援員を配置する。

２は、これまでの経緯が述べられています。

３令和３年度「授業改善犬山プラン」の具体的内容と犬山市の支援とい

うことで、今までと変わるところはございません。

最終ページになります。この方針から配置します人員が、右端の四角

の中で、市費の常勤講師が今年度は９人だったところが来年度は１０人

になります。１０人がどこかというと、白抜きの丸です。北小学校で言

えば５年生、南小学校で言えば３年生と５年生、市費独自で３５人以下

の学級にするところです。白丸のところは、県の裁量によって学級数が

増えるところです。例えば、城東小学校の２年生、羽黒小の２年生、楽

田小の２年生、中学校で言えば、城東中の１年生、東部中の１年生など

です。それから、特別支援教育支援員を１名増員する予定でいます。以

上です。

教 育 長： 来年度の少人数学級・少人数授業・ＴＴ等を中心とした教員の配置、

或いは学級編成等について、基本的にこういった考えに基づいて実施を

していくという案でありますけれども、大体これを見ていただくと、人

的な配置の状況がご理解いただけると思いますけれども、今説明があっ

た通りでありますが、これについて何かご意見ご質問をもしおありであ

れば、お伺いをしたいと思いますがいかがでしょうか。

ご存知のように現在小学校１年生については、国の措置で３５人学

級、ところがあとの学年については、また４０人学級に戻るわけですが、

愛知県については、特別に小学校の２年生と中学校１年生については、

３５人学級を継続していくと。ただし、それ以外の学年については、ま

た４０人学級に戻っていくというような措置がとられているわけであ

りますけれども、それだけでは十分ではないということで、犬山市は独

自で少人数学級編制、或いは少人数授業というのを実施しておるため

に、これだけの人数の常勤講師、非常勤講師、或いは特別支援教育支援

員等を各学校に配置していますということでありますが、いかがでしょ

うか。

堀 委 員： 今度からの端末１人１台というのが、ここに関係することはあるので

しょうか。先日、市長から指導の職員が２人入るというお話もありまし

たので、関係してくるのかなと思いましたのでお聞きします。

教 育 長： ギガスクール構想が、この犬山プランに関係してくるかどうかという

お尋ねであります。
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神谷主幹： その２人の人員は、この中には入っておりません。

教 育 長： 結局子ども１人１人に端末は行くわけでありますけれども、当然学級

にその環境整備をしなければいけない部分もあるものですから、全く無

関係かというとそうではないんですけれども、今の２人については、こ

れとはまた別で、現在も来ていただいている業者の方で、１４校回って

いただいています。

長瀬課長： 今、堀委員がおっしゃった２人は、ＩＣＴ支援員さんといいますが、

その人はギガスクールと別の契約で回ってもらっていて、令和４年８月

末までの契約になります。なので、ギガスクールの子ども１人１台端末

とは別で派遣をお願いしていて、新たにＩＣＴ支援員さんを委託で組も

うと思うと、またちょっと予算措置が別でいることになりまして、それ

とは別になります。

教 育 長： 他に何かご意見がもしあるようでしたらお伺いします。

田中委員： 学校訪問などで現場のご意見を伺えればいいのかもしれませんけど、

この少人数学級、特に犬山市の最後のページの白抜のところですが、コ

ロナ対策といいますか、要は文科省が教室で密にならないようと提示し

ているような案だと、例えば４０人がクラスにいると、文科省の理念通

りというか密を防げないということが明らかになっている中で、おそら

くこの犬山市の少人数学級というのは、安全性とかコロナ対策というと

ころで、非常に意味があるのかなと私は思っています。非常に効果とし

ては大きいし、安心安全という意味で、意味があるのではないかと思い

ますが、教育委員会事務局の考えであって、学校現場としてはどういう

ような、少人数学級とコロナ関係を捉えているのかということをお伺い

したいのと、おそらく人数はコロナ対策の場合、国基準よりはやはり少

ない方がいいのは言うまでもないわけで、授業改善プランということに

なっていますが、犬山独自の重要な教育条件整備ということでは、コロ

ナ対策にも十分な対応ができている。安全性であったりそういう条件整

備のところ、令和３年度の犬山市としての売りとして、そういう文書で

入れてもいいのかなと思います。そういう面でいうと中学校の場合は、

授業の少人数指導を重視しているので、クラス人数というところでいう

とやや多いのかなというところが若干、ここはこれでいいのか。コロナ

対応、コロナ対策ということで、例えば、次年度その辺りは強化しなく

ていいのかなというのは少し思いますが、その辺りはどのようなお考え

を持っているかというところお伺いしたいと思います。

神谷主幹： コロナ対策に当市が行っているこの施策が、効果が上がっているかど

うかの検証はできておりませんし、これからも検証はできないような気

がいたします。ただ、ソーシャルディスタンスは取りやすいのは確かで

す。そういったことでは、おっしゃられたように、この中にそういった

部分を述べるのは、今年度のこととしては、このコロナ禍においては、

あってもいいかなということで、検討させていただきたいと思います。
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それから中学校の方の教室はこれでどうかという話ですけれども、こ

れもまた検証できているわけではありませんが、今のところクラスター

が学校で発生しているわけではなく、とはいうものの、学校で陽性が出

ていないかと言うと出ています。陽性は出つつも学校の中でクラスター

は発生していないというところから、今すぐにこれを分けてというふう

には、担当としては考えていませんでした。以上です。

田中委員： 学校の現場の先生方がどう感じてらっしゃるかというところ、ご意見

が出ていれば、また教えていただければと思います。

教 育 長： 実は議会でも、もうコロナを機会に２０人学級を目指したらどうかと

いうようなご質問をされた議員さんもみえたんですけれども、犬山は学

校現場といろいろ協議をしながら、一番学級としての適切な人数はどれ

ぐらいかということで出てきた数字が、３０から３５という数字だった

んですね。ですからそれをずっと目指して、学級編成をしてきているわ

けであります。ではコロナだから２０名、ではコロナではなかったらど

うだろうということなんですが、コロナであろうがなかろうが、やはり

学級の規模は３０から３５が適切だよね。たまたま今回コロナで、こう

いうことが言われるようになったんですけれども、これがコロナだから

とか、或いはコロナではないからということではなくて、やっぱり学ぶ

集団としての適切な人数というのは、やっぱり３０から３５だろうなと

思っていますし、それからコロナ対策もそうですけれども、人数を減ら

すだけではなくて、やっぱり校内の消毒だとか、或いは手洗いうがいだ

とか、日常の生活様式にも大きな対策をしなくてはならない部分がある

ものですからね。これもこれから継続してやっていかなくてはいけない

ということは思っています。もう１つ小と中の関係でありますが、中学

校ですが、どうしても１学級増やすと、国語の時間数も増える、数学も

増える理科も増えるとなると、なかなかそれだけの教科ごとの人数が増

やせないものですから、中学校はもう少人数授業で対応していこうと。

小学校はもともと学級担任制なので、少人数学級を基本に考えていく。

中学校は少人数授業を考えていくというような、これは明文化されてな

いですけれども、学校現場との協議でこのような流れになっています。

他に何かご意見ご質問はありますか。

教育長職務

代理者：

今、文科省の方で３０人学級をというような指針が出ているので、犬

山は前から３０人から３５人で見ていただいていますが、実際に３０人

になった時のシミュレーションを事前に把握しておいていただけるよ

うにお願いしたいと思います。教室の問題、教員の数の問題。児童生徒

が減ってはいくのですが、現状の教員の数より増えるのか減るのか、各

学校での教室の数が足りるかどうか。まだ、先になるかと思いますが、

事前にその辺りの設計だけはしておいていただけるといいと思います。

教 育 長： ありがとうございます。ご意見として承っておきます。他どうでしょ

うか。
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渡邉委員： 素朴な疑問ですけど、少人数学級、少人数授業をするクラス分けの基

準は何かありますか。それから先ほどの奥村委員の話にちょっと付け足

しですが、文科省で小学校の教科担任制があがっていると今日のニュー

スか何かでやっていました。だから、クラスの人数のシミュレーション

と同じように、教科担任制になった時の、先生の数の検討もしていただ

けるといいと思いました。

神谷主幹： 少人数の分け方は、学校或いは教科担任に任されているところはあり

ますけれど、基本的には等質で、力の加減で分けるのではなくて、同じ

ような力具合になるように教室を分けています。また、単元によっては

それを入れ替えて、年間に何度か入れ替えながら行っていますし、場面

によっては到達度合いによって、分けてやるようなところがあることも

あります。

教 育 長： 基本的には能力別ではなくて、等質で分けています。だからできる子

が遅い子に教えるとか、学び合いという考え方がそこにあります。でき

る子はできる子でどんどん進めて、こちらの子はできるようになるまで

徹底的にというのではなくて、みんな学び合って成長していこうという

のが基本的な考えです。それから教科担任制については、一部学校ごと

にはやっているところもありますけれども、ただ、学校規模にもよって、

それこそ一学年が３学級４学級ある学校は、いろんな教科を分け合える

のですが、２学級だとなかなか教科担任制と言っても言葉だけで、この

教科あの教科と融通し合えない状況ですけど、今後はやっぱり教科担任

制についても、大々的に取り組まなくてはいけない時代が来るだろうな

ということは思っているところですが、今のところまだ部分的なところ

で、完全な教科担任制に移行するにはまだ十分ではないというところで

す。他どうでしょうか。よろしいですか。

では、第２６号議案「令和３年度授業改善犬山プラン」について、お

認めいただけますでしょうか。

各 委 員： 異議なし。

教 育 長： 異議なしと認めます。この件は承認されました。

教 育 長：

通信及び請願

通信及び請願はありますか。

事 務 局： ありません。

教 育 長：

協議・連絡

協議・連絡に移ります。

「後援名義使用承認に関する報告」について、事務局お願いします。

山本課長： 資料№１をご覧ください。期間は令和２年１０月１６日から１１月９

日承認分です。全５件のうち新規が３件、継続が２件となっております。

新規の内容についてご紹介いたします。１番「川上康則先生による子ど

もの心と発達について学ぶオンライン勉強会」、こちらは主催がＮＰＯ

法人こどもサポートクラブ東海、開催時期は１２月１２日土曜日です。
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ズームアプリを使用し、教育や保育の現場、家庭の中で発達に凹凸のあ

る子・人への理解や支援のサポートが必要と考え、コロナ禍でもできる

学びの場の継続を目的とし、オンライン形式での勉強会を開催するもの

です。３番「障害者の学びの場づくりコンファレンス ㏌ AICHI」、主

催者は特定非営利活動法人学習障害児・者の教育と自立の保障をすすめ

る会です。愛知みずほ短期大学を開催場所といたしますが、オンライン

配信もございます。開催日は１月９日で、障害者の文化・スポーツを含

む学びの場の拡大を目指す会議が開催されるというものでございます。

続きまして４番「共生社会をめざす生涯学習 ㏌ 犬山！！」、こちらも

３番と同じ方の主催となります。１月１０日から１５日までフロイデに

て、画家として活躍中の知的障害の横溝さやかさんによる、自作紙芝居、

トーク、作品展示会を開催いたします。報告は以上です。

教 育 長： 全部で５件の申請があり、新規が３件、継続が２件、新規については

今、課長から説明があった通りでありますけれども、事務局で精査をし

た結果、５件とも後援をするに値する事業であるというような判断であ

りますけれども、これについてご意見ご質問がもしあればお伺いしま

す。いかがでしょう。

小倉委員： ３番４番の主催者である、特定非営利活動法人学習障害児・者の教育

と自立の保障をすすめる会は、犬山が本部の団体ですか。それとも、名

古屋ですか。

山本課長： こちらの会ですけれども、所在地につきましては、名古屋市に拠点を

置かれている団体となります。

小倉委員： 犬山でわざわざ開催してくださるのかなと思いました。個展のような

形で行われるのですか。

教 育 長： 特に犬山の団体ではないけれども、３番は名古屋を会場にするけれど

４番は犬山のフロイデでやっていただけるということです。どのような

形で開催されるかわかりますか。

山本課長： 当日は作品の展示を行います。参加者が３００人と書いてあります

が、先ほども少しご説明させていただきましたけど、１月１０日から１

５日までということで期間が長い事業でございますので、延べというこ

とで３００人となっております。ただ、コロナ対策もございますので、

入場制限をしながら実施していくということで団体には聞いておりま

す。それから先ほどのなぜ犬山で開催するのかというところですが、教

育委員会の他に、市の後援名義が犬山市の福祉課の方に提出されており

まして、犬山市の福祉団体の方とこの活動家の方とご縁があったという

ことでは確認をしております。以上です。

教 育 長： よろしいでしょうか。他どうですか。ないようですので次へいきます。

「令和２年度要保護及び準要保護児童・生徒の認定」について、事務

局お願いします。

長瀬課長： 資料№２をご覧ください。１１月２５日の審査ということで、今月分



9

の認定状況です。今回については申請者が２名、内認定者が２名という

ことで、小学生の２人の認定をさせていただきます。一番下の集計表を

ご覧ください。小学校の２名を準要保護で認定をさせていただきますの

で、小学校の合計が２３１名、中学校は前月と同人の１５８名、合計３

８９名を認定とさせていただきます。説明は以上です。

教 育 長： 今説明があった通りです。これについて何かご意見が質問はございま

せんか。ないようですので次へいきます。

「１２月・１月行事予定表」について、事務局お願いします。

長 谷 川 主

事：

１２月の行事予定です。各課の行事、研修会等がいくつか入っており

ます。１２月１０日、１１日と幼稚園の生活発表会が開催されます。翌

１２日土曜日は未来園の生活発表会が開催されます。１２月２３日です

が１２月定例教育委員会が開催されます。小中学校の授業終了・給食終

了となっております。幼稚園は２学期の終業式となっております。１月

です。１月７日木曜日小中学校授業開始・給食開始となっております。

幼稚園は３学期始業式となっております。１０日日曜日は二十歳の集い

が開催されます。１月中旬になります１８日から、中学生３学期末テス

トが予定されています。２１日以降は各小学校の一日体験入学、入学説

明会が入ってきます。中学校につきましては、１月後半から私立推薦入

試が入ってきます。１月２７日は１月定例教育委員会を開催します。以

上です。

教 育 長： １２月・１月の行事予定表について、何かお聞きになりたいことはあ

りますでしょうか。

教育長職務

代理者：

１月に行っていた新年交礼会は、来年はありますでしょうか。

教 育 長： 新年交礼会はなくなりました。あの時行っていた叙勲の祝いは別で形

を変えて行うということです。他に何かありますか。では次へいきます。

「子ども・子育て会議開催」について、事務局お願いします。

上原課長： 犬山市子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法の規定に基づき

設置され、会議の構成員につきましては、犬山市子ども・子育て会議条

例に規定しております。この子育て会議におきまして、市町村の計画等

への地域の子育てに関するニーズを反映していくことをはじめ、自治体

における子ども子育て支援施策が、地域の子ども及び子育て家庭の実情

を踏まえて実施されることを担保するなど、重要な役割を担っていただ

いております。裏面に今年度の委員を掲載しております。今年度は、コ

ロナ禍ということもございまして、ようやく明日でございますが、第１

回を開催させていただくことになりました。議題等につきましては資料

の通りでございます。今年度はあと 1回開催を予定しております。以上

報告です。

教 育 長： 例年ですともっと早い時期にやるのですが、コロナの関係で時期がず

れ込んだということでありますけれども、これについて何かご意見ご質
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問おありでしょうか。よろしいですか。特にご異論がないようでありま

すので、次へいきます。

「オンラインいぬやま子育てシェア博 2020の開催」について、事務

局お願いします。

上原課長： №５の資料でございます。こちらはお知らせになります。「ママ＆家

族がたすかるシェアを、もっと身近に～今年はオンラインで知ろう・繋

がろう～」をテーマとしまして、公的な子育て支援サービスと、従来か

らあるご近所のおつき合いの中で子育てを共有するという仕組みをも

とにしまして、子育て中の母親が社会で活躍するための支援を行うこと

を目的としております。昨年度は市役所を会場にしましたが、やはりこ

ちらもコロナ禍のため、オンラインで開催をさせていただく運びとなり

ました。限定ユーチューブライブの配信による、くわばたりえさんの子

育てトークライブ、ズームによる子育て情報や体験・スキル・考え方な

ど子育てに役立つ内容を盛りだくさんとしております。当日のプログラ

ムは資料の通りでございまして、本日、チラシの方も各委員の机上に配

布させていただきました。今後、こちらのチラシも各関係機関へ順次配

布をさせていただきたいと思います。以上シェア開催のご案内でした。

教 育 長： チラシにも載っておりますので、ご覧なられて、今のオンラインいぬ

やま子育てシェア博 2020の開催について、何かご意見ご質問あります

か。特にないようですので、次へいきます。

「四季の丘サウンディング型市場調査の実施」について、事務局お願

いします。

上原課長： 資料№６をご覧ください。犬山市の東北部に広がります四季の丘の一

角に、保育園用地として市所有の土地がございます。こちらの土地につ

きましては利活用することなく、現在に至っている状況でございます。

今回、市全体の取り組みとして空間利用を進めていく中で、市が保有す

る財産の利活用について検討するため調査を実施するものでございま

す。サウンディング型市場調査とは、市有地などの有効活用に向けた検

討に当たりまして、活用方法について民間事業者から広く意見や提案を

求め、業者との対話により、市場性、いわゆる有効的に活用ができる土

地かどうかを把握するための調査のことでございます。調査対象施設は

資料にお示しをしております。また、今後のスケジュールといたしまし

ては、調査実施の公表を１２月４日、サウンディングの実施を来年１月

末から２月の上旬、実施結果の公表は３月に予定しております。以上が

説明となります。

教 育 長： 四季の丘ができる時に、名鉄さんから保育園用地として譲り受けた土

地があります。ただあそこに幼稚園等を建設することは、ずっと見送ら

れてきて、今だに更地のままである状況ですけれども、それをどう活用

していくかということを、皆さん広く意見をお伺いして、決めていきた

いということでございます。これについて何かご意見ご質問はございま

すでしょうか。
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堀 委 員： 提案者の要件とありますが、個人ではなく法人、グループからの提案

ということですよね。

上原課長： はい。その通りです。

堀 委 員： 個人ではないということは、何等かの形で意見を求めたり関わった

り、今後していくということにも繋がるのですか。

上原課長： あくまでも提案した事業所からお話を聞かせていただきますので、そ

の提案が犬山市の方針として合致していることは、また別の機会に犬山

市として改めて検討して参ります。その中で、犬山市としての方針とほ

ぼ同じようであれば、次の本来の募集の時には、手を挙げていただくチ

ャンスはあると思います。

教 育 長： よろしいですか。他どうでしょうか。

木澤委員： この四季の丘はできた時に、子育てのお母さん達のサークルが早くに

できたところです。あそこの中で活動していて最初に関わっていたので

気になるのですが、その当事者の意見とか要望みたいなものは、どんな

ところで聞くことができますか。調査が終わってからになるのでしょう

か。

上原課長： 今、当事者からのお話を聞くというところは、実は想定をしておりま

せんでした。まずはこの土地が、我々こういう自治体だと固い頭でなか

なかいいアイデアが浮かんでこないところを、民間の事業者の方に、こ

こが有効に活用できる土地かどうかということで、ご意見を頂戴しまし

て、一度預からせていただきまして、先にお話した子育て会議とかそう

いったところでも、こういったご意見があったということで、お知らせ

をしながらそういったところでも、ご意見をいただくということは考え

られると思います。

教 育 長： まだあくまでもこれは調査、決定ではなく調査ということで、必要で

あればまたそういった方々にもご意見を伺うだろうということですね。

他どうでしょうか。

田中委員： このサウンディング調査、市場調査をこういう形で行うということ

は、最終的に公立の子ども未来園、完全な公設公営というものを想定し

ているわけじゃなくて、ＰＦＩ、民間委託とか民間事業者に行っていた

だくということが大前提という意味でよろしいですか。

上原課長： はい。委員おっしゃる通りでございます。公設公営というのは、今は

そこは考えていないといいますか、民間で何かに子ども子育ての関連す

る事業で提案をいただくということが大前提で考えております。

教 育 長： 他にどうでしょうか。

小倉委員： 四季の丘の辺りは隣のもえぎヶ丘も含めて、もう子ども達がどんどん

大きくなって、これからは少し大きめなお子さん、大人になっていく町

だと思うのですが、その子どもの施設として最初はスタートしたけれ

ど、その後の活用方法というか、子どものことだけを今ご提案いただく

のではなくて、その次の未来のことも考えられるようなご提案をいただ
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けると嬉しいかなと思いました。

教 育 長： その辺りはどういうものが出てくるかわからないですが、もともとは

子ども達の保育園の用地というような発想ではあったのですが、時すで

に遅しと。もうその年代の子ども達は、もう中学校もほぼ卒業するぐら

いの年になっていますので、そうなると子どものためにいただいた土地

ではありますが、それがより広い層の方々に有効に活用できるような方

法を皆で考えていただきたいなというのが、そもそもの発想でありま

す。今、小倉委員がおっしゃったようなことも含めて、いろんな考えが

出てくるとおもしろいなと思います。他にどうですか。

教育長職務

代理者：

民間事業者さんからの聞き取りということで、どういった方面の民間

事業者さんに聞くのかということと、それからこのサウンディング調査

ですが、この名前を聞いてわかる民間事業者は、ほぼいないと思います。

だから知らないからわからないで、素通りされる方が非常に多いかと思

うので、いろいろと広く聞きたいということで受け付けるのであれば、

もっとわかりやすい名前に変えられた方がいいかと思いました。

教 育 長： 率直なご意見だったと思います。横文字が最近多くて、なかなか意味

が理解していただける方ばかりじゃないので、もっとわかりやすい言葉

で声をかけた方が、皆さん応募してくださるのではないかなということ

がまず１点。こういうご意見であります。もう１つは、どういう方々を

対象にこれをお知らせするのかということですけど、今わかる範囲でお

願いします。

上原課長： 今回この募集につきましては、広報、ホームページはもちろんですが、

愛知県、岐阜県の私立幼稚園連盟や民間保育所の連盟、そういったとこ

ろにも、個別でお知らせをさせていただきます。あと、こちらの対象施

設には障害児の通所支援施設も入っておりますので、こちらにつきまし

ては、愛知県で取りまとめているような大きな団体がないものですか

ら、まずは市内の民間事業所にはお声掛けをさせていただきたいと思い

ます。あともう 1点は、先ほどちょっとＰＦＩ/ＰＰＰというお話があ

りました。ＰＦＩ協会という民間資金を活用した協会がございます。こ

ちらは東京になるのですが、今回はこの近隣だけでなくて関東関西まで

広げた形で、有効的な活用をしていただくような提案をいただきたいと

いうところで、今の申し上げました協会の方にも、併せて公表していく

という意味では、広くお知らせができるのかなと思っております。以上

です。

教 育 長： よろしいですか。他どうでしょうか。ないようです。たくさんご意見

をいただきましたので、またそれを参考に進めていただきたいと思いま

す。では次へいきたいと思います。

「保育業務支援システム導入に係る公募型プロポーザル審査結果」に

ついて、事務局お願いします。

上原課長： 犬山市教育委員会プロポーザル審査委員会により、１１月９日犬山市
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保育業務支援システム導入業務に係るプロポーザル方式による受託候

補者の選定を実施いたしました。審査委員会委員名簿は裏面にお示しし

ております。提案者は１社で、プレゼン、ヒアリングを実施しまして、

審査結果によりＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社東海支店を

受注候補者に決定し、今月末契約締結予定でございます。なお、運用開

始は令和３年２月１日を予定しております。以上です。

教 育 長： 今の提案について、何かご意見ご質問おありでしょか。

堀 委 員： 保育業務支援システムは、何をするためのシステムですか。

上原課長： かねてより保育士の業務の負担ということは、言われておりました。

あわせて、保護者の負担軽減に繋がるもので、今回この保育業務システ

ムを導入することになりました。具体的な内容につきましては、保護者

の方で一番大きく変わり軽減するところは、登園降園でございます。登

園をする際、今は園に入った時にボードか何かに手書きで名前と時間を

書いていただいて、それぞれお部屋に入っていただきますが、来年度か

らはＱＲコードで読み取り機械でかざすと、誰々さんが何時に来まし

た。出席簿の代わりにもなります。今度帰る時もそのＱＲコードで読み

取ってかざすと、誰々さんが何時に帰りましたということで時間が記録

されます。これにより延長保育利用料も、現場では先生方が手計算で切

符を切って、今日は何時から何時ねというようで、保護者との合意を得

て時間の確認をして、最終的には月締めで翌月延長保育料をお出しして

いるというようなところが、自動計算ができるというところが一番大き

なところでございます。あと、園だより等々につきましても、今は紙ベ

ースでやっておりますが、保護者の皆様には、専用のアプリを入れてい

ただくことになるのですが、これはもちろんスマホを持っていることが

大前提にはなりますが、これを入れていただくことにより、園だより等

もデータでお出しすることになりますし、欠席をする場合も、今までで

すと電話で何時にということで、朝電話をされます。申し訳ございませ

んが園には一本しか電話がないものですから、なかなか電話が繋がらな

いということで、働いているお母さん達がドキドキされる。そんな状況

があるのが、これを導入することによって、お母さん方が出勤途中でも

どこでも、データで連絡が取れるという形でやりとりができる。そうい

う意味では、保護者にもストレスなく連絡ができますし、保育士の方で

もそういったアナログなところがデータ化されますので、保育士のその

浮いた業務が本来の保育の業務に回すことができるという意味では、保

育の質も上がることが期待されると思っております。他にもまだやれる

ことがいっぱいありますが、あれもこれも一度にはできないので、まず

は登降園の記録をするところからスタートし、あと保育士の先生方の日

誌なり月案週案等々も、そういったデータの中で管理して、負担を軽減

できることが期待されるものでございます。

教 育 長： 他はどうでしょうか。よろしいですか。では次へいきます。

「犬山市立小中学校非違行為防止・対応マニュアル策定」について、
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事務局お願いします。

神谷主幹： 資料№８です。この資料は１２月２日の校長会でも審議をいただく資

料となっています。ここまで１１月４日の校長会、１１月１７日の教頭

会、もちろん学校教育課内、教育部での検討を踏まえて進めてきている

ものです。「犬山市立小中学校非行防止対応マニュアル」とし、もう一

つのものが別冊としてあります。児童の教育に携わる高い倫理観が要求

されております私ども犬山市教職員一人一人が、共通理解を持って非違

行為の根絶に取り組むことができるようにするために策定しようとし

ているものです。資料の中でアンダーラインが入っているところは、強

調するためのものではなく、ここまでの審議の中で変更してきたところ

を、次の回に向けて示してあるものです。

体罰を初め５項目において、未然防止のための指針と発生した折の対

応方法をまとめました。１体罰、２スクールセクシャルハラスメント、

３情報管理、４金銭事故、５交通事故、交通法規違反などです。７ペー

ジには、重大事案が発生した折の対応フロー。８ページ、９ページには、

わいせつ行為根絶のための犬山ルールを示しました。わいせつ行為発生

のためのものを特出した理由は、発覚がわかりにくく、子ども達に多大

な影響を及ぼすであろうという行為を、捉えやすくするために特出しま

した。チェックシートの方をご覧ください。年度当初にそれぞれの学校

で時間を取って、自らの言動を振り返る機会とし、その後は月に１度学

校ごとの必要感に応じて、１ページ１項目ごとのチェックを行っていく

予定です。自分には関係なくとも他の職員は関係がある項目などもあり

ますが、それらを全員で共有することによって、発生を未然に防ぐそう

いう目的があります。相談体制を拡充し、細かく見えにくく嗅ぎづらく

掴みづらい情報を入手しやすくしようとしています。これらは事前に、

１月以降と考えておりますけれども、保護者の代表の方にも見ていただ

き、ご意見をいただき、２月に策定をする予定です。学校としてこれら

の問題課題に対して逃げない姿勢を、これらを公開することによって示

していきたいと思っています。以上です。

教 育 長： 神谷主幹が中心となって、学校現場、或いは関係保護者等、連絡を取

り合いながら、何とか２月には策定ができたらということで進めている

ところであります。まだ次の定例教でもご協議いただく場面もあります

ね。今までご覧になられたところで何か気づいたことがもしあったら、

もし今日この場ではなくても、次回に向けてぜひここはというところ

が、もし新たに見つかったようであれば、次の定例教でお知らせいただ

いても結構でありますので、何でも結構であります。お気づきになった

ことがあったらお伺いしたいと思いますけどいかがでしょう。

渡邉委員： マニュアルのほうの３ページに、運転免許の有効期限を確認するとあ

りますが、よく普通の企業さんで、車の任意保険のコピーを提出するよ

うにというのがあるので、そういうものがあるといいのかなと思いまし

た。
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神谷主幹： 通勤で自家用車を使っていたり、それから、出張等で使う場合は、そ

ういったものの提出を求めていますので、ほぼほぼ確認は出来ているは

ずです。でも、改めて入れる必要があると思いますので、参考にさせて

いただきます。

教 育 長： 他どうでしょう。

教育長職務

代理者：

これの公表というのは、どれぐらいの範囲でどのような形でされます

か。学校の教員だけなのか、一般の保護者にするのか、ホームページで

出すのか、そういったところを教えてください。

神谷主幹： これらは犬山市教育委員会のホームページで公表していきます。それ

からこの文章の中にもありますが、それぞれの学校で年間こんなことを

行っていくという、防止のため、対応のためにこういう活動するという

年間計画は、年度の当初のＰＴＡ総会等で保護者に示す方向で、今、話

し合いが進んでいます。

教 育 長： 他にどうでしょうか。

田中委員： チェックシートとマニュアルというのは、ベースとなるものが何かあ

るのかということを伺いたいのと、このチェックシートは、各教員が個

人で今後チェックしていく、そういう用途なのか教えてください。

神谷主幹： ベースとしたものはあります。全国でもいくつかの自治体、或いは学

校が、これらのものを策定しておりました。愛知県もこういったものを

策定しています。それらのものを寄せ集めながら作っているというとこ

ろです。この市町村のものをメインに使ったということではないのです

けれども、もう現在は、どこの県のものがどこにきているのかというの

はわからない状況です。

それからチェックシートは現在の話し合いの中では、年度当初にまず

は時間を取って全部これをやってみよう。或いはマニュアルの方を皆で

読んで確認をしよう。そして月ごとに集まる会議がありますので、その

時に個人で行おう。もしくは在校時間等の提出物などがありますので、

その時に校長から示されたページを行って、同時に提出させよう。それ

らは学校ごとで今、作戦を練って、全体ではまだ決まってないところで

す。以上です。

田中委員： 例えば体罰というところを今回やるということで、チェックして提出

させて、それを管理者が全部チェックできているかという確認をする。

そういうプロセスになっているということですか。

神谷主幹： はい。その通りです。

田中委員： 例えば体罰のところですけど、このアンガーマネージメントなどの具

体的なシミュレーションを行っているというのは、個人の教員が行って

いるかどうかとか、或いは個人としてアンガーマネージメントをやって

おきなさいよというような意味合いなのか。その辺りはまだ詰めるとこ

ろは多いと思いますけど、例えばどういうことが想定されているのか、

例えばこの質問であればどうなのか教えてください。
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神谷主幹： この項目に関してのイメージは、学校の中でアンガーネジメントの研

修が行われて、それを日々行っているか、時に応じて行っているかとい

うイメージです。

教 育 長： 他どうでしょうか。もう一回見ていただく時はあります。ある程度、

学校現場の声も聞いていますね。

神谷主幹： 1月の定例教でお諮りします。１２月の校長会でチェックシートに関

しては、このまま行けるのではないかというところまで来ています。多

少の変更はあるかもしれません。マニュアルのほうに関しましては、１

２月校長会、教頭を中心とした特別な委員会、１月校長会を経て決めて

いきたいと思っています。

教 育 長： 校長会、教頭の会等で変更があった場合は、次回の定例教でこうした

部分が変わりましたとお伝えすることになると思います。よろしいです

か。取り合えずこんなことで進んでいるということをご了解いただきた

いと思います。よろしくお願いします。次へいきます。

「議会の議決を経るべき事件」について、事務局お願いします。

<非公開>

教 育 長： 続いて、非公開の「いじめ防止に向けて」を行います。

「いじめ防止に向けて」

報告事案及びこれまでの継続事案についてのその後について説明後、

以下の意見、説明があった。

・以前にコロナになる前より不登校が減ったという報告もあったが、

その後の数の増減を掴んでいれば教えて欲しいし、出来れば継続して

把握してほしい。

・コロナの影響で不登校が改善したのか深まったのか、因果関係は学

校に聞いてもなかなか掴めない状況だ。

・全国的には、コロナで学校へ行かない状況が続いたために、なかな

か学校に足が向かないという現状はあるようだ。

・数値の把握というよりは、まずは校長や教頭の集まる場であくまで

主観、状況としておおよその感覚を伺ってもらい、報告していただく

ことでよいのではないか。

・報告の仕方は事務局で検討して、報告させていただく。

・令和２年 1月に発生しているが今回初めて報告されている事案があ

る。このように掴みづらい事案は、年齢が高くなるほど多くなるので

はないか、まだ隠れている事案もあるのではないかと思う。

・学校では細かな観察をしてもらい、小さな変化も見逃さないように

掴んでもらうようお願いしたい。

・いろんなことが蓄積されて不登校になっている。発見してもらい、

表に出されたことはすごくよかったと思う。

・不登校の要因は特定しづらい。見逃さずに、目を配り、気を配って

やれるような、そんな子ども達との関係を常に保っておくことが必要
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だ。

長瀬課長： 本日追加で２件、机上に資料を配らせていただいていますので、よろ

しくお願いします。

教 育 長： 「令和３年度幼稚園・子ども未来園・小中学校儀式等の日程」につい

て、事務局お願いします。

長 谷 川 主

事：

前回の１０月の定例教でご提案させていただきましたが、1点変更が

ございますので、再度ご提案をさせていただきます。犬山幼稚園の 1

学期の終業式、前回７月２０日火曜日という形で提案をさせていただき

ましたが、小中学校に合わせる形で７月１６日金曜日ということで、変

更ということで、ご提案をさせていただきますのでよろしくお願いしま

す。以上です。

教 育 長： 小中と合わせてもらったということですね。引き続き２件目です。

「市民文化会館大ホール舞台活性化事業の実施」について、事務局お

願いします。

山本課長： 新しい事業を開始いたしますので、ＰＲを兼ねて報告をさせていただ

きます。新型コロナウイルスの影響によりまして、市民文化会館大ホー

ルにおける大規模イベントが、開催が困難な状況になっています。その

ため、コロナ禍においても施設の活性化を図る工夫としまして、舞台の

みを貸し出しする事業を実施いたします。事業名のところのサブタイト

ルに、～気軽に本物の舞台を体験してみよう～とついておりますけれど

も、市の自主事業の位置付けで、大ホールの舞台のみをピアノやバンド

の練習、それからバレエの発表会のリハーサルなど、市民に気軽に利用

してもらうという事業を実施いたします。実施目的ですけど、稼働率を

高めて財源確保に努めていくということでございます。現状の規定で

は、大ホールの貸し出しというものが、３時間以上で客席と一体として

しか使えないということになっておりますので、試行的に本事業を実施

しまして、市民ニーズを把握していきたいと考えております。実施期間

ですけれども、令和２年１２月２５日金曜日から１月３１日日曜日まで

ということで、予約が入っているところもありますが、そこを除いた２

３日間としております。実施方法等こちらに書いておりますけれども、

1時間当たり参加料として１４００円をいただきます。舞台で本物の体

験ができるというところで、新たな利用者を発掘していきたいと考えて

おります。教育委員さんのお知り合いの方で、この事業に興味のある方

おみえでしたら、ぜひお伝えいただきたいと思っております。市の広報

では１２月１５日号に掲載していく予定でおります。裏面を見ていただ

きますと、舞台の写真、平面図等載せておりますので、参考にしていた

だきたいと思います。以上です。

教 育 長： 今の２件について、何かご意見ご質問はありませんか。

木澤委員： 舞台活性化事業ですが、私たち委員の口から申し述べるのは、広報が

出てからという理解でよいですか。
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山本課長： 基本的にはそれでよろしいかと思いますけれど、できるだけ人を集め

ていきたいということがありますので、少し先んじてチラシを配布する

ことになる可能性もございます。以上です。

教 育 長： 他にどうでしょうか。

教育長職務

代理者：

スポットライトとか、照明、音響、エアコンとかというのは、入るん

でしょうか。

山本課長： 基本的にエアコンについては、セットメニューになっております。あ

とはボーダーライトといいまして、舞台の上に一列に照明が点くライト

がありますが、それは必要最低限の灯ということで、含めて１時間１４

００円。それ以外の設備、グランドピアノ、ワイヤレスマイクとかを使

用の場合は設備使用料という形でいただくことになります。実はこれは

公共施設使用料の見直しに関する基本方針が市全体でございまして、そ

の舞台の面積分でどれだけかかるかというのを算定して、ボーダーライ

トを含めて１４００円になるというところで、今回試行的に行っていく

ものでございます。実際客席も全部含めますと、平日３時間で１６，５

００円というところでございますので、本物の舞台を気軽に体験してい

ただけると考えております。

教 育 長： ぜひご活用下さい。他に何かありますか。

渡邉委員： 人を集めたいのであれば、多分、幼稚園とか保育園の子が一番食いつ

いてくる気がします。幼稚園と保育園でチラシを配った方が早いかなと

単純に思いました。

教 育 長： そんなご助言を頂きました。他にどうですか。よろしいですか。ない

ようですね。ありがとうございました。

自 由 討 議

教 育 長： 自由討議に移ります。発言はありませんか。

〇特になし

そ の 他

教 育 長： 何かありませんか。

事 務 局： ありません。

教 育 長：

閉 会

これをもちまして、１１月定例教育委員会を終了（１５：２２）させ

ていただきます。

【次回開催】 定例教育委員会 １２月２３日（水）１０：００ ３０１会議室


